
 

東京都立荻窪高等学校 特別専門講師（会計年度任用職員及び学校独自の任用講師）募集案内 

 

 以下のとおり、東京都立荻窪高等学校特別専門講師を募集します。 

 

１ 職務内容 

自由選択科目（学校設定科目）「芸術／アニメーション基礎」の授業における指導 

（アニメーションの制作を通し、表現力やコミュニケーション能力の育成を図るものです。） 

２ 勤務場所 

  東京都立荻窪高等学校（杉並区荻窪５－７－２０） 

 

３ 任用期間及び採用人数 

（１）期間 

令和７年４月 17日から令和８年２月 26日まで 

※ 任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果が良好である場合は、 

４回を上限として公募によらず再度任用される可能性があります。 

なお、期間を定めた任用であり、令和８年４月１日以降の任用を保障するものではありません。 

（２）人数 

   １名 

  

４ 勤務条件 

下記のほか、詳細は「特別専門講師募集要項（会計年度任用職員及び学校独自の任用講師）」のとおりです。 

（１）勤務日 

毎週木曜日（予定）、年間１２０時間（週あたり４時間×３０回） 

※このうち５０時間が会計年度任用職員（都が雇用する非常勤職員）となり、交通費、期末勤勉手当の支

給対象となります。それを除く７０時間は学校独自での任用となり、交通費、期末勤勉手当の支給対象

とはなりません。 

（２）勤務時間 

   原則として、１０時００分から１２時００分及び１２時３０分から１４時３０分 

   １２時００分から１２時３０分までを休憩時間として昼食時間に充てます。 

所定勤務時間を超える勤務はありません。 

（３）報酬 

ア 会計年度任用職員（年間５０時間分）：時間額 ４,４１０円（改定される場合あり） 

※資格（免許・経験）等により報酬額が異なる場合あり 

※通勤手当相当額を別途支給（上限 2,600円/日額） 

※一定の要件を満たす場合、期末手当、勤勉手当を支給    

※一定の要件を満たす場合、下記の休暇を付与 

（有給）年次有給休暇、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、 

妊婦通勤時間、出産支援休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇 

（無給）育児時間、子どもの看護休暇、生理休暇、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間、育児休業、

部分休業 

イ 学校同独自の任用講師（年間７０時間分）：時間額 ４,８００円（４）休暇等 

   ※通勤手当等の支給はございません。 

 

 



（５）雇用保険・社会保険 

   雇用保険、健康保険、厚生年金保険等は非加入。 

※1週間の所定労働時間が 20時間未満のため、加入の要件を満たしません。 

 

５ 応募資格・求められる能力 

 次の（１）から（４）までの要件を全て満たす者 

（１）職場のルールを遵守して誠実かつ意欲的に職務に取り組める者 

（２）個人情報保護及び情報セキュリティ対策の重要性を認識した上で、各種事務処理を正確にできる者 

（３）職務上知り得た個人情報等の秘密を守れる者（その職を退いた後も同様とする。） 

（４）アニメスタジオなどでプロフェッショナルとしてアニメーションの制作に関わった経験を有している者 

（５）教育に対する熱意を持ち、生徒にとって理解しやすい授業を行うことができる者 

 

６ 応募方法 

 以下（１）及び（２）を後掲「９ 申込先・問合せ先」まで直接持参又は郵送してください。持参の場合の

受付は午前９時から午後５時までです（土日、祝日を除く。）。 

 なお、応募書類は採用に関する業務のみに使用し、他の目的には使用しません。応募書類は返却いたしませ

ん。あらかじめ御了承ください。 

（１）東京都公立学校会計年度任用職員申込書（第１号様式） 

 ※写真を必ず貼付。電話番号は日中に連絡の取れる番号を記入してください。 

（２）返信用封筒(長形３号：110円切手貼付の上、返信先を記入してあるもの） 

 

７ 申込締切 

令和７年３月１０日（月）午後５時必着  

 

８ 選考方法 

書類または面接による選考を実施します。 

面接を実施する場合は３月１２日（水）までに電話連絡します（実施しない場合は電話連絡しません。）。 

この際、３月１３日（木）から３月１９日（水）のうち指定する日時に実施する旨、お伝えします。 

選考結果は３月２４日以降本人宛て通知します。選考経過及び結果に関する問合せには一切応じません。 

 

９ 申込先・問合せ先 

  東京都立荻窪高等学校 経営企画室 

  〒１６７－００５１ 

  東京都杉並区荻窪５丁目７番２０号 

  電話０３－３３９２－６４３６～８ 

  （お問合せは平日の午前９時から正午まで、又は午後１時から午後５時までにお願いします。） 

 


